
議第１０号 

 

酒田市教育委員会事務局等の組織及び運営に関する規則の一部 

改正について 

 

 酒田市教育委員会事務局等の組織及び運営に関する規則の一部を改正する規

則を次のように制定する。 

 

令和８年３月１９日提出 

 

 

酒田市教育委員会 

教育長 赤坂 宜紀 

 

 

酒田市教育委員会事務局等の組織及び運営に関する規則の一部を 

改正する規則 

 

 酒田市教育委員会事務局等の組織及び運営に関する規則（平成１７年教育委

員会規則第４号）の一部を次のように改正する。 

 

第５条第１項第１号中「企画管理課」を「教育総務課」に、「企画管理係」を

「教育総務係」に改める。 

第６条第１項の表中 

「 

企画管理課 企画管理係 

            」 

を 

「 

教育総務課 教育総務係 

            」 

に、 

「 

(1) 学校経営、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関するこ

と。 



(2) 教職員の研修に関すること。 

(3) 教科書の採択に関すること。 

(4) 教材教具の整備計画及びその取扱いに関すること。 

(5) 教育相談に関すること。 

(6) 特別支援教育に関すること。 

(7) 教育研究団体に関すること。 

(8) 青少年指導センター及び青少年の育成指導に関すること。 

(9) 青少年問題協議会等各種協議会及び会議に関すること。 

(10) 教育研修センターに関すること。 

(11) 前各号に掲げるもののほか、教育の指導に関すること。 

                                 」 

を 

「 

(1) 学校経営、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関するこ

と。 

(2) 教職員の研修に関すること。 

(3) 教科書の採択に関すること。 

(4) 教材教具の整備計画及びその取扱いに関すること。 

(5) 教育相談に関すること。 

(6) 特別支援教育に関すること。 

(7) 教育研究団体に関すること。 

(8) 教育研修センターに関すること。 

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育の指導に関すること。 

                                 」 

に、 

「 

(1) 生涯学習及び社会教育の事業計画の推進に関すること。 

(2) 社会教育委員の会議に関すること。 

(3) 公民館運営審議会に関すること。 

(4) 生涯学習及び社会教育施設の運営に関すること。 

(5) 生涯学習及び社会教育施設の整備及び維持管理に関すること。 

(6) 総合文化センター内各施設の管理及び調整に関すること。 

(7) 生涯学習の推進計画の策定及び推進体制に関すること。 

(8) 視聴覚教育の振興及び教材の利用に関すること。 

(9) 生涯学習及び社会教育団体の育成指導に関すること。 

(10) コミュニティ団体が実施する生涯学習及び社会教育事業に対する

助言に関すること。 

(11) 二十歳を祝う成人の集いの開催に関すること。 

(12) 子ども会育成功労者表彰の表彰事務に関すること。 

(13) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習及び社会教育の振興に関す

ること。 

(14) 酒田駅前交流拠点施設ミライニの管理運営に関すること。 



(15) 酒田市立図書館の運営指導に関すること。 

(16) ミライニ運営評価審議会に関すること。 

(17) 子ども読書活動推進計画に関すること 

(18) 図書館情報システムの維持管理に関すること。 

(19) 駅周辺整備事業との連携に関すること。 

(20) 課の予算、経理及び庶務に関すること。 

                                 」 

を 

「 

(1) 生涯学習及び社会教育の事業計画の推進に関すること。 

(2) 社会教育委員の会議に関すること。 

(3) 公民館運営審議会に関すること。 

(4) 生涯学習及び社会教育施設の運営に関すること。 

(5) 生涯学習及び社会教育施設の整備及び維持管理に関すること。 

(6) 総合文化センター内各施設の管理及び調整に関すること。 

(7) 生涯学習の推進計画の推進に関すること。 

(8) 視聴覚教育の振興及び教材の利用に関すること。 

(9) 生涯学習及び社会教育団体の育成指導に関すること。 

(10) コミュニティ団体が実施する生涯学習及び社会教育事業に対する

助言に関すること。 

(11) 二十歳を祝う成人の集いの開催に関すること。 

(12) 子ども会育成功労者表彰の表彰事務に関すること。 

(13) 青少年指導センター及び青少年の育成指導に関すること 

(14) 青少年問題協議会等各種協議会及び会議に関すること。 

(15) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習及び社会教育の振興に関す

ること。 

(16) 酒田駅前交流拠点施設ミライニの管理運営に関すること。 

(17) 酒田市立図書館の運営指導に関すること。 

(18) ミライニ運営評価審議会に関すること。 

(19) 子ども読書活動推進計画の推進に関すること 

(20) 課の予算、経理及び庶務に関すること。 

                                 」 

に改める。 

第１３条第１項中「企画管理課長」を「教育総務課長」に改める。 

別表第１ ２ 課長等専決事項の表中「企画管理課」を「教育総務課」に改

める。 

別表第２中「企画管理課」を「教育総務課」に、 

「 

酒田市教育相談室 酒田市中央西町２番５９号 

酒田市青少年指導センター 酒田市中央西町２番５９号 

」 



を 

「 

酒田市教育相談室 酒田市中央西町２番５９号 

」 

に、 

「 

酒田市ひらた農村コミュニ

ティカレッジ拠点施設 

酒田市飛鳥字契約場３５番地 

」 

を 

「 

酒田市ひらた農村コミュニ

ティカレッジ拠点施設 

酒田市飛鳥字契約場３５番地 

酒田市青少年指導センター 酒田市中央西町２番５９号 

」 

に、 

「 

酒田市相撲場 酒田市新町字光ケ丘４３番地の

５ 

酒田市修道館 酒田市観音寺字町後１５番地 

」 

を 

「 

酒田市相撲場 酒田市新町字光ケ丘４３番地の

５ 

」 

に改める。 

 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

（提案理由） 

市の行政組織の改編に伴う分掌事務等の見直し並びに課及び係の名称が企画

管理課から教育総務課並びに企画管理係から教育総務係に変更されるため、所

要の改正を行うものである。 



議第１１号 

 

酒田市教育委員会公印規則の一部改正について 

 

酒田市教育委員会公印規則の一部を改正する規則を次のように制定する。 

 

令和８年３月１９日提出 

 

 

酒田市教育委員会 

教育長 赤坂 宜紀 

 

 

酒田市教育委員会公印規則の一部を改正する規則 

 

酒田市教育委員会公印規則（平成１７年教育委員会規則第７号）の一部を次

のように改正する。 

 

第４条から第１０条までの規定中「企画管理課長」を「教育総務課長」に改

める。 

別表第１ (1) 庁印の表中「企画管理課長」を「教育総務課長」に改め、同

表 (2) 職印を次のように改める。 

(2) 職印 

 名称 寸法（ミ

リ メ ー

トル） 

書体 使用区分 管理者 個数 

1 酒田市教育

委 員 会 教 育

長印 

方 21 隷書 教育長名をもっ

て発する文書 

教育総務課長 1 

2 酒田市教育

委 員 会 教 育

長 職 務 代 理

者印 

方 21 隷書 教育長職務代理

者名をもって発す

る文書 

教育総務課長 1 

3 酒田市教育

委 員 会 教 育

次長印 

方 18 隷書 教育次長名をも

って発する文書 

教育総務課長 1 

4 酒田市教育

委 員 会 各 課

方 18 隷書 各課長名をもっ

て発する文書 

各課長 各 1 



長印 

5 酒田市教育

委 員 会 課 長

印 

方 18 隷書 各課長の職名を

もって発する文書 

教育総務課長 1 

6 酒田市教育

委 員 会 主 幹

印 

方 18 隷書 各主幹の職名を

もって発する文書 

教育総務課長 1 

7 酒田市立各

学校長印 

方 21 隷書 学校長名をもっ

て発する文書 

各学校長 各 1 

8 学校以外の

各 教 育 機 関

の長印 

方 18 隷書 学校以外の各教

育機関の長名をも

って発する文書 

学校以外の各

教育機関の長 

各 1 

別表第２ (2) 職印の表を次のように改める。 

1 2 3 

   

4 5 6 

   

7 8  

  

 

 様式第３号及び様式第５号中「企画管理課長」を「教育総務課長」に改める。 

 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

市の行政組織の改編に伴い、課の名称が企画管理課から教育総務課に変更さ

れるため、所要の改正を行うものである。 



議第１２号 

 

 

酒田市教育研修センター設置条例施行規則の一部改正について 

 

酒田市教育研修センター設置条例施行規則の一部を改正する規則を次のよう

に制定する。 

 

 

令和８年３月１９日提出 

 

 

酒田市教育委員会 

教育長 赤坂 宜紀 

 

 

酒田市教育研修センター設置条例施行規則の一部を改正する規則 

 

酒田市教育研修センター設置条例施行規則（令和３年教育委員会規則第１６

号）の一部を次のように改正する。 

 

第４条第３項第２号を次のように改める。 

(2) 教育総務課長 

 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

市の行政組織の改編に伴い、課の名称が企画管理課から教育総務課に変更さ

れるため、所要の改正を行うものである。 



議第１３号 

 

 

酒田市立小学校及び中学校の教育職員の業務量の適切な管理等に 

関する規則の一部改正について 

 

酒田市立小学校及び中学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

の一部を改正する規則を次のように制定する。 

 

 

令和８年３月１９日提出 

 

 

酒田市教育委員会 

教育長 赤坂 宜紀 

 

 

酒田市立小学校及び中学校の教育職員の業務量の適切な管理等に 

関する規則の一部を改正する規則 

 

酒田市立小学校及び中学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

（令和５年教育委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。 

 

題名を次のように改める。 

酒田市立小学校及び中学校の教育職員の業務量管理及び健康確保措置に関 

する規則 

 第１条中「令和２年文部科学省告示第１号」を「令和７年文部科学省告示第 

１１４号」に改める。 

 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する

教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関す

る指針が改正されたことに伴い（令和７年９月 25 日改正）、題名及び告示番号

を変更する必要があるため、所要の改正を行うものである。 



議第１４号 

 

酒田市スポーツ推進委員の委嘱について 

 

酒田市スポーツ推進委員に、次の者を委嘱するものとする。 

 

令和８年３月１９日提出 

 

 

酒田市教育委員会 

教育長 赤坂 宜紀 

 

 

１ 酒田市スポーツ推進委員 

   別表のとおり 

 

 

２ 委嘱期間 

  令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

酒田市スポーツ推進委員の任期満了に伴い、新たに委員の推薦を受けたこと

から、スポーツ基本法第３２条第１項及び酒田市スポーツ推進委員に関する規

則に基づき委嘱しようとするものである。 


